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岩手県薬剤師会事務局 

 

 

新型コロナウイルスに関連した感染症の発生に伴う手指消毒用エタノールの優先供給 

について（購入手続きのお知らせ） 

 

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。 

さて、4/17付(回答期限 4/20正午)で県内薬局を対象として調査した「5月分」の内容に

ついて、「申請数量が全て承認された」との連絡ありました。この後の取引にかかる手順が

新たに示されましたので、下記の要領で手続きしていただきますようお願い申し上げます。 

※ 本文書は、事務処理の都合上、「発注書を提出しなかった薬局（要請数量ゼロの薬局を含む）」

にも送信しておりますことを、ご了承願います。なお、「発注書を提出しなかった薬局」は「今

回の」優先供給には該当しませんので、ご承知おき願います（発注書を提出したか否かが不

明な場合は、岩手県薬剤師会事務局にお問合せください）。 

※ 各施設が手続きを行う形式になりましたので、手続きをしないと供給されないということに

なります。 

 

 

１．各施設は下記ＵＲＬからアスクルへの登録（〆切：一次 5/1 17時、二次 5/8 12時） 

https://www.askul.co.jp/mbr/specialcustomer/specialCustomerInputView/ 

※ 既にアスクル ID をお持ちの施設も一度ご登録下さい。アスクル社内で既存 ID がないか

を確認した上で、個別にご連絡させていただきます。 

※ 関係者以外の者からのアクセスを防ぐため、他施設には周知しないでください。 

※ 「要請数量」は整数であることを求められたことから、小数点以下を繰り上げて報告し

ておりますので、ご了承願います。 

 

２．購入可能な製品の割当て・通知 

国（アスクル）において、各施設に購入可能な製品を割当て、出荷準備が調い次第、

各施設に製品名、購入可能量、価格、購入可能期限等を案内するＵＲＬをアスクルより

メールで通知されます（一定程度の時間を要する見込み）。 

※ 製品の指定はできません。また、別の製品への変更を要望することはご遠慮願います 

 

３．購入手続 

各施設は、上記「２」のアスクルから通知されたＵＲＬページを確認の上、当該製品

を購入することに同意する場合には、購入手続を行ってください。 

※ 割り当てられた製品を見た上で、購入手続をしないことは可能です。 

 

 

問合せ先：岩手県薬剤師会事務局（担当：熊谷） ＴＥＬ ０１９－６２２－２４６７ 


